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調剤報酬点数表関係

【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】

（問１）かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ

る、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を

取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必

要であるか。

（答）研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、

研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認

できる書類（葉書など）が該当する。


